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お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

今月の薬湯 ～紅花の湯～

　紅花の湯は、アレルギーと美容に効果
があるといわれる薬湯です。
a３月２日㈰
b庚申湯・松の湯・みどり湯・ゆパウザ
※小学生以下は入浴無料（保護者同伴）
j西東京市公衆浴場会
（庚申湯p042－465－0261）

シニア対象パソコン教室
３月受講者募集

□パソコンの始め方と入力　a６日㈭午
後１時～４時／g無料／i２月24日㈪まで

□パソコン入門講座　a７日㈮・14日
㈮・20日㈭・28日㈮の午前（計４回）／
g6,000円／i２月25日㈫まで

□ワード中級講座　a４日㈫・11日㈫・
18日㈫・25日㈫の午前（計４回）／g6,000
円／i２月21日㈮まで

□エクセル中級講座　a４日㈫・11日
㈫・18日㈫・25日㈫の午後（計４回）／
g6,000円／i２月21日㈮まで

□パソコンの楽しい活用講座　ご自分の
パソコンでも受講できます。詳細は資料
をご請求ください。　a７日㈮・14日㈮・

20日㈭・28日㈮の午後（計４回）／g１
回1,500円（過年に当教室の講座を受講
された方は１回無料）
bシルバー人材センター東伏見教室
a無料講座以外は午前９時30分～正午、
午後１時30分～４時
d・eパソコンの始め方と入力および入
門講座以外は文字入力のできる方・いず
れも10人
i往復はがきで、希望講座名・受講日・
住所・氏名・年齢・電話番号を明記し、
下記へ
※受講料はいずれもテキスト代込み
※締め切り後でも受講可能な場合があり
ますので、お問い合わせください。
j西東京市シルバー人材センター
（〒202－0013中町１－６－８保谷東分
庁舎・p042－425－6611）

社会福祉協議会 臨時職員募集

□業務　市民協働推進センター業務全般
□資格　市民活動推進のためのさまざま
な企画力、団体・関係機関とのコーディ
ネート力を有し、ワード・エクセルなど
パソコンの基本操作ができる方
□契約期間　３月５日㈬～31日㈪（年度

ごとの更新のため、更新の可能性あり）
□勤務日時　日～土曜日（火曜日を除く）
週３～４日（祝日含む）原則午後４時30
分～９時（午前10時～午後５時、午後２
時～９時の場合あり）シフト制
□勤務地　市民協働推進センター（イン
グビル１階）
□賃金　時給　870円
□選考方法　書類選考合格者に対して２
月28日㈮に面接（詳細は、個別に連絡）
i２月21日㈮の午後５時までに、履歴
書を下記へ持参
j西東京市社会福祉協議会（中町１－６－
８保谷東分庁舎・p042－438－3771）

糖尿病ネットワーク都民公開講座

a３月２日㈰午後２時～４時
b国分寺Ｌホール（国分寺ターミナルビ
ル８階）
c「糖尿病はそんなに甘い病気ですか？」
「糖尿病患者さんのためのサバイバルマ
ニュアル－災害時の備え－」
e100人（先着順）
i当日、直接会場へ
j一般㈳小平市医師会
（p042－343－8260）

都立特別支援学校による販売会

　西東京市を中心とした地域の特別支援
学校による販売会を行います。教育活動
の中で製作した陶芸製品・布製品・園芸
品・食品などを販売します。
a３月１日㈯午後１時～３時（売り切れ
次第終了）
b障害者総合支援センターフレンドリー
j東京都西部学校経営支援センター支所
（p042－466－6093）

無料特設行政相談

a３月４日㈫午前10時～午後５時（受
付：４時30分まで）
b西武池袋本店７階（行政、法律、暮ら
しの行政相談コーナー内）
c税金、登記、相続、情報通信、国の
行政に関する相談
□参加機関　関東総合通信局、東京法務
局、第二東京弁護士会、東京税理士会豊
島支部、関東管区行政評価局
j東京総合行政相談所
（p03－3987－0229）

■専門相談（予約制）
i２月18日㈫午前8時30分から希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
（★印は、２月４日㈫から受付中）
予約開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j田無庁舎２階市民相談室n（p042－460－9805）
 保谷庁舎１階市民相談室o（p042－438－4000）

内　容 場　所 日　時

法律相談

n

２月25日㈫・26日㈬、３月６日㈭・７日㈮
午前９時～正午
※３月６日㈭は人権・身の上相談を兼ねる

o

２月27日㈭は午前９時～正午で、人権・身の上相談を
兼ねる
３月４日㈫、５日㈬ 午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n ★3月6日㈭

午前9時～正午
o ★2月27日㈭

税務相談
n 　2月28日㈮

午後1時30分～4時30分
o 　3月  7日㈮

不動産相談
n 　3月  6日㈭

午後1時30分～4時30分
o 　3月13日㈭

登記相談
n 　3月13日㈭

午後1時30分～4時30分
o 　3月20日㈭

表示登記相談
n 　3月13日㈭

午後1時30分～4時30分
o 　3月20日㈭

交通事故相談
n 　3月12日㈬

午後1時30分～4時30分
o ★2月26日㈬

年金・労災・雇用保険
人事一般相談 o 　3月10日㈪ 午後1時30分～4時30分

行政相談 o 　3月  6日㈭ 午後1時30分～4時30分

相続・遺言・成年後見等
手続相談 o ★3月14日㈮ 午後1時30分～4時30分

■一般市民相談
場　所 日　時

市民相談室　n・o 毎週月～金曜日　午前8時30分～午後5時

無料市民相談
賃貸住宅の原状回復費用

消費生 相活 談 &Q A

　賃貸アパートを退去することに
したが、貸主との日程が合わず、

留守中に確認してもらうことにした。
　転居後、修繕箇所と請求書の明細が届
いたが、クロスの全面張り替えに加え、
傷付けた覚えのない箇所の修繕費および
ハウスクリーニング代まで請求されてお
り納得できない。

　賃貸住宅を解約する際、通常の
使用を超えて破損した箇所につい

ては、借主が賠償しなければなりません。
しかし壁クロスの場合、日焼けや経年劣
化による変色などは通常損耗と考えられ、
賠償責任はないとされています。また破
損してしまった場合でも部屋全体や壁一
面の張り替え責任はなく、平方メートル
単位で負担すればよいとされています。
　次にハウスクリーニング代についてで
すが、借主が通常の清掃を実施している

場合は原則として払う必要はないと思わ
れます。また借主は次の入居者を確保す
るためのクリーニング代まで負担する必
要はなく、クリーニング特約がある物件
については、その内容について契約時に
よく確認しておくことが必要です。
　相談者には、請求書の明細内容につい
て、納得できない部分を書面にして貸主
に送付し、返答を求めるよう伝えました。
またトラブル回避のため、今後は入退去
時の物件確認には必ず立ち会うよう助言
しました。
　原状回復費用の考え方については、国
土交通省の「原状回復をめぐるトラブル
とガイドライン」が参考になります。（同
k参照）
　詳しくは、消費者センターまでお問い
合わせください。
◆消費者センター
（p042－425－4040）
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　市では、市報に掲載したいろいろな
事業や催し物など生活に密着した情報
を、エフエムラジオ放送で皆さんにお
知らせしています。
　市の職員が、事業などについてイン
タビューに応じる形で説明をするコー
ナーもあります。
　お手持ちのラジオをエフエム放送の
ダイヤル84.2メガヘルツ（エフエム西
東京）に合わせて、ぜひお聴きください。

□放送時間
月～金曜日　①午後0時45分～1時　
②午後8時～8時15分
土・日曜日　午後0時45分～1時
※現在、「西東京市からのお知らせ」は、
ラジオのほかにエフエム西東京kか
らサイマル放送（インターネットによ
る同時放送）やポッドキャスト（イン
ターネット上でいつでも聴ける録音放
送khttp://www.voiceblog.jp/
shiho842/）でも聴くことができます。
◆秘書広報課n（p042－460－9804）

FM西東京（84.2MHz）FM西東京（84.2MHz）

「西東京市からのお知らせ」で
市の最新情報を放送しています　
エフエム
放 送


